
【資料１―１】

１　要介護・要支援認定等の状況

一般状況は次のとおりである。

令和３年度 令和２年度 比較　（アーイ）

（ア） （イ）

匝瑳市の人口　                           Ａ 34,696人 35,349人 ▲653人

内高齢者　（６５歳以上）の人口　   Ｂ 12,406人 12,413人 ▲7人

高齢化率　　　（Ｂ／Ａ） 35.76% 35.12% 0.64%

被保険者数　　　　                     　C 12,339人 12,346人 ▲7人

要介護　・　要支援認定申請件数 2,336件 2,093件 243件

　新　　　規 629件 601件 28件

　区分変更 253件 271件 ▲18件

　更　　　新 1,454件 1,221件 233件

要介護　・　要支援認定者数（平均） Ｄ 2,220人 2,202人 18人

(Ｄ／Ｃ） 17.99% 17.84% 0.15%

１号被保険者 2,174人 2,157人 17人

２号被保険者 46人 45人 1人

介護(介護予防）サービス受給者数（平均） 　Ｅ 1,900人 1,892人 8人

（Ｅ／Ｄ） 85.59% 85.92% ▲0.33%

居宅介護サービス受給者数 952人 952人 0人

１号被保険者 928人 931人 ▲3人

２号被保険者 24人 21人 3人

地域密着型介護サービス受給者数 311人 325人 ▲14人

１号被保険者 303人 318人 ▲15人

２号被保険者 8人 7人 1人

施設介護サービス受給者数 458人 451人 7人

１号被保険者 457人 448人 9人

２号被保険者 1人 3人 ▲2人

179人 164人 15人

１号被保険者 172人 158人 14人

２号被保険者 7人 6人 1人

(※人口は令和4年3月31日現在）

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

ア　要介護認定者（介護１～介護５）への介護保険サービス給付費は次のとおりである。

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

居宅介護サービス給付費 1,006,523,257円 989,463,773円 17,059,484円

448,325,711円 441,188,226円 7,137,485円

施設介護サービス給付費 1,456,389,567円 1,401,822,544円 54,567,023円

居宅介護福祉用具購入費 3,941,577円 4,465,647円 ▲524,070円

居宅介護住宅改修費 7,304,442円 6,326,238円 978,204円

居宅介護サービス計画給付費 157,668,076円 156,340,520円 1,327,556円

3,080,152,630円 2,999,606,948円 80,545,682円

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

居宅介護サービス給付費　 1,234,703円 1,214,912円 19,791円

地域密着型介護サービス給付費　 1,441,562円 1,357,502円 84,060円

施設介護サービス給付費　 3,179,890円 3,108,254円 71,636円

令和３年度介護保険事業実施状況概要

区                  分

（１）　介護サービス等諸費

２　介護給付費の状況

88,762,618円

イ　一人当たりのサービス給付費

3,273,347,759円
保険給付費総額

3,362,110,377円

介護予防サービス受給者数

区　　　　　　　　　分

区　　　　　　　　分

地域密着型介護サービス給付費

合       　　　　　　計
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ア　要支援認定者への介護保険サービス給付費は次のとおりである。

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

介護予防サービス給付費 22,821,295円 21,829,268円 992,027円

5,805,702円 4,840,785円 964,917円

介護予防福祉用具購入費 1,082,738円 571,584円 511,154円

介護予防住宅改修費 3,060,636円 3,280,909円 ▲220,273円

介護予防サービス計画給付費 8,995,928円 7,963,448円 1,032,480円

41,766,299円 38,485,994円 3,280,305円

イ　一人当たりのサービス給付費

介護予防サービス給付費 233,331円 234,671円 ▲1,340円

介護報酬の審査支払について、千葉県国民健康保険団体連合会に委託し、手数料を次のとおり支払った。

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

介護報酬請求総件数 48,057件 47,257件 800件

一件当たりの手数料 50円 50円 0円

審査支払額合計 2,402,850円 2,362,850円 40,000円

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

件　　　　　　　　　　数 506件 499件 7件

金　　　　　　　　　　額 9,261,083円 9,401,347円 ▲140,264円

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

件　　　　　　　　　　数 1,108件 1,053件 55件

金　　　　　　　　　　額 7,719,552円 7,382,034円 337,518円

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

件　　　　　　　　　　数 4,193件 3,836件 357件

金　　　　　　　　　　額 53,884,197円 47,677,695円 6,206,502円

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

件　　　　　　　　　　数 496件 447件 49件

金　　　　　　　　　　額 6,444,920円 5,392,175円 1,052,745円

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

件　　　　　　　　　　数 0件 15件 ▲15件

金　　　　　　　　　　額 0円 516,686円 ▲516,686円

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

件　　　　　　　　　　数 6,303件 5,850件 453件

金　　　　　　　　　　額 77,309,752円 70,369,937円 6,939,815円

ア　利用者負担第四段階（市町村民税課税世帯（一般世帯及び現役並み所得相当））

オ　市町村民税課税世帯（一般世帯）年間上限該当
※同じ世帯の全ての６５歳以上の方の利用者負担割合が１割の市町村民税課税世帯（一般世帯）に、３年間の時限措置として
年間上限額が設けられている。

イ　利用者負担第三段階　（市町村民税世帯非課税者で合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円超）

区　　　　　　　　分

区　　　　　　　　分

区　　　　　　　　分

ウ　利用者負担第二段階（市町村民税世帯非課税者で合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下）

エ　老齢福祉年金受給者等（生活保護受給者及び老齢福祉年金受給非課税世帯）

カ　合　　　　　　計

区　　　　　　　　分

区　　　　　　　　分

区　　　　　　　　分

（３）　その他諸費（審査支払手数料）

　介護サービス、介護予防サービスを受け、居宅介護サービス提供事業者及び指定介護保険施設に一定
額以上の一部負担金を支払った被保険者に対して、その額を超える金額について高額介護サービス費　・
高額介護予防サービス費を支給した。

（４）　高額介護サービス等費

区　　　　　　　　分

（２）　介護予防サービス等諸費

区　　　　　　　　分

地域密着型介護予防サービス給付費

合　　　　　　　　計
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令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

件　　　　　　　　　　数 3件 10件 ▲7件

金　　　　　　　　　　額 305,063円 617,121円 ▲312,058円

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

件　　　　　　　　　　数 21件 18件 3件

金　　　　　　　　　　額 832,777円 732,859円 99,918円

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

件　　　　　　　　　　数 61件 69件 ▲8件

金　　　　　　　　　　額 1,695,960円 1,926,242円 ▲230,282円

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

件　　　　　　　　　　数 229件 216件 13件

金　　　　　　　　　　額 5,243,142円 4,743,784円 499,358円

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

件　　　　　　　　　　数 314件 313件 1件

金　　　　　　　　　　額 8,076,942円 8,020,006円 56,936円

令和３年度(ア) 令和２年度(イ) 比較　（アーイ）

特定入所者介護サービス費 152,385,039円 154,502,024円 ▲2,116,985円

特定入所者介護予防サービス費 16,865円 0円 16,865円

152,401,904円 154,502,024円 ▲2,100,120円合　　　　　　　　　計

オ　合　　　　　　計

区　　　　　　　　分

区　　　　　　　　分

　入居者の居住費や食費は、利用者と施設との契約によることが原則となっているが、所得の低い
利用者には負担限度額を設け、施設には基準費用額と負担限度額との差額を保険給付で支給した。

区　　　　　　　　　分

（６）　特定入所者介護サービス等費

エ　低所得者Ⅰ

区　　　　　　　　分

イ　一般

区　　　　　　　　分

ウ　低所得者Ⅱ

ア　現役並み所得者（上位所得者）

区　　　　　　　　分

（５）　高額医療合算介護サービス等費

　１年間（毎年８月１日～翌年７月３１日）の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額と
なる被保険者に対し、自己負担限度額を超える金額について高額医療合算介護サービス費・高額医療合
算介護予防サービス費を支給した。


